
【資料１】  令和４年度消費生活基本計画の実施状況報告について 
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１．調査・内部評価 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．審議会報告（検証） 

    

 

 

 

３．改善・見直し 

    

 

 

 

4．施策の実行 

 

 

基本的方向の項目ごとに成果を検証し、 

課題・方向性を明示 

各担当課の施策の実施状況を報告 

 

 

各担当課の施策の実施状況を調査 

評価 

調査 

Ⅰ 消費生活基本計画の進行管理 

審議会の検証結果を庁内連絡会議にフィードバック 

 

評価（担当課自己評価） 

 

A 施策（A 課）… 〇 

B 施策（B 課）… × 

C 施策（C 課）… 〇 

D 施策（D 課）… 〇 

E 施策（E 課）… － 

評価結果 

  



１　評価方法

２　評価基準
評価項目

評価

達成度

３　消費生活基本計画実施状況調査結果（概要）
達成度

〇 × — 〇の割合

10 7 1 2 88%

17 11 3 3 79%

8 7 0 1 100%

35 25 4 6 86%

7 7 0 0 100%

9 9 0 0 100%

12 9 3 0 75%

3 3 0 0 100%

31 28 3 0 90%

8 5 1 2 83%

9 8 1 0 89%

3 2 0 1 100%

2 2 0 0 100%

22 17 2 3 89%

8 6 1 1 86%

6 4 1 1 80%

14 10 2 2 83%

 計 画 全 体 　※再掲の4施策は除いています 98 78 10 10 89%

Ⅱ 令和４年度消費生活基本計画の実施状況（評価）について

　　　基本計画に掲載されている具体的施策の担当課所が年度の取り組み状況をまとめ評価を行う。  

評価基準

具体的施策の評価
【全102事業】

〇：達成…評価基準に掲げている目標を達成できた。
×：未達成…評価基準に掲げている目標を達成できなかった。
－：実施していない、またはやむを得ない理由（コロナウイルス感染拡大や災害）
　　により目標を達成できなかった。

（１）～（４）の各基本的方向について、〇の数に応じて達成度を検証する。

※達成度の割合の計算に当たっては、該当案件がない等の理由により達成度による評価ができないものを総施策数から差し
引いて算出しています。

（3）消費者被害への
機動的な対応

迅速な消費者被害への対応に
ついては、引き続き適切な助
言や斡旋を行い、消費者被害
の的確かつ迅速な解決を図る
よう努力していきます。ま
た、高齢者等への支援につい
ても、引き続き強化していき
ます。

（4）消費者意見の反
映の促進

消費生活センターの認知度向
上や、事業者・市との連携や
協働により、リスクに対する
消費者の安全の確保の実現の
ため、協働の促進を図りま
す。また、事業者へ出前講座
などの周知・拡充をしていき
ます。

（計）

（計）

 ②事業活動、市の施策への消費
者意見の反映の推進

 ①消費者、事業者及び市による
協働の推進

課題・方向性

（1）消費者の安全・
安心の確保

生活環境の安全対策の推進に
関しては、引き続き広報・啓
発活動等、制度の周知を徹底
して行い、制度利用件数を増
やします。

（2）自立した消費者
の育成

学校や地域における自立した
消費者の育成が引き続き必要
であり、啓発やＰＲを継続し
て消費者の育成に繋がるよう
努力していきます。

基本的方向 施策数
評価

 ③表示等の適正化の推進

 ②生活環境の安全対策の推進

 ①食の安全対策の推進

（計）

項目

 ④わかりやすい情報提供の推進

 ③環境保全への取り組みの促進

 ②消費者教育の推進

 ①若年者への教育の推進・支援
の強化 ＜重点＞

（計）

 ④関係機関等との連携の推進

 ③事業者に対する指導の推進

 ②高齢者等への支援の強化
　 ＜重点＞

 ①迅速な消費者被害への対応
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施策
番号 施策の内容

計画の総
合指標の
達成に資
する効果

評価基準 評価 理　　　由 令和４年度実績 担当課所

1
食の安全委員会での意
見の交換
【89番に再掲】

⑤⑥⑦
毎年４回開催する。（令和３年度から７年
度）

〇 年４回開催できたため。

開催日：①令和4年5月16日②令和4年8月
1日③令和4年11月7日④令和5年1月26
日
場所：①④大宮区役所②明治なるほどファ
クトリー坂戸③浦和コミュニティセンター
内容：食の安全確保対策事業について、食
の安全基本方針アクションプランについ
て、食品衛生監視指導計画について

生活衛生課

2
食の安全に関する情報
提供・注意喚起
【90番に再掲】

①⑥

毎年夏期と冬期に食中毒予防啓発事業を実
施する。（令和３年度から７年度）
市報やホームページを活用しての情報提供
を実施する。（令和３年度から７年度）

〇

夏期と冬期に食中毒予防啓発事業を
実施できたため。
市報やホームページを活用して情報
提供を実施できたため。

７月から８月、11月から12月に食中毒予
防対策強化期間を設定し、啓発事業を行っ
た。
市報、ホームページ、デジタルサイネー
ジ、YouTubeを活用し、食の安全に関す
る情報提供を行った。また、食中毒事件、
食品の自主回収等の情報を迅速に提供し
た。

生活衛生課

3
食の安全に関する情報
共有及び意見交換
【91番に再掲】

①⑥
毎年食の安全フォーラムを２回、サイエン
スカフェを２回開催する。（令和３年度か
ら７年度）

—

食の安全フォーラムを２回開催した
が、サイエンスカフェは専門家と参
加者がコーヒー等を片手に気軽に語
り合う事業のため、新型コロナウイ
ルス感染症まん延防止等の観点から
開催を見合わせたため。

【食の安全フォーラム】
開催日：①令和4年11月11日②令和5年3
月8日
場所：①埼玉会館②浦和コミュニティセン
ター
内容：①パン産業における製パンと安全・
安心への取り組み②食品中の放射性物質の
考え方
参加者数：①36人②61人

生活衛生課

4
食の安全・安心市民講
習会の開催
【92番に再掲】

⑥⑧
毎年７回開催する。（令和３年度から７年
度）

×
同等の内容で年６回の開催計画を策
定し、６回開催したため。

開催日：①令和4年5月18日②令和4年7月
12日③令和4年8月31日④令和4年10月
27日⑤令和5年1月12日⑥令和5年3月15
日
場所：①②③④大宮区役所⑤コープデリ商
品検査センター⑥埼玉会館
内容：①食品の安全性の考え方、さいたま
市の食の安全確保対策、 食中毒予防と衛生
管理1、実習②食中毒予防と衛生管理2、食
品添加物の役割とその安全性、食品衛生課
の業務（市の食品監視指導）③食中毒予防
と衛生管理3、農薬の安全確保のための正
しい農薬の知識、さいたま市の食品等検査
業務④食中毒予防と衛生管理4、食品表示
規制、健康食品の不当表示、食肉の安全確
保対策⑤施設見学⑥食中毒予防と衛生管理
5、食の安全情報の付き合い方について

生活衛生課

5 食品関係の相談受付 ⑥ 随時対応します。（R3年度からR7年度） 〇

情報探知後に営業施設に立ち入り調
査を実施し、衛生指導等を行った。
また、相談内容によっては、電話、
窓口、電子メールにより迅速に対応
した。

１　営業者からの相談件数：１９２件
（有症：４３件、異物混入：８３件、腐敗
変敗：３件、不適正表示・期限切れ食品：
３９件、その他：２４件）

２　市民からの相談件数：１９９件
（有症：６８件、異物混入：４９件、腐敗
変敗：８件、表示：５件、許可：５件、そ
の他６４件）

食品衛生課

6
一日食品衛生監視員の
体験

⑥⑧ 毎年実施します。（R3年度からR7年度） —
新型コロナウイルス感染者の増加に
より開催を見合わせた。

小学５、６年生とその保護者（５組１０
名）を対象として開催を検討していたが中
止とし、代替えとして小学生向けに食品衛
生監視員の仕事を紹介したリーフレットを
作成して配布した。

食品衛生課

消費生活基本計画実施状況調査結果（具体的施策実施状況一覧）

（1）消費者の安全・安心の確保

　①食の安全対策の推進
　市民の健康維持を図る上で、消費生活にも大きな影響を与える食品の安全性を確保することは非常に重要です。
　食中毒を防止するために、食品関連施設等の監視指導や検査を充実させ、市民に対して情報提供や正しい知識の普及啓発に取り組む必要があります。

   ❶食の安全に関する情報提供等
　食に対する消費者の不安を解消し、安心した食生活を送れるよう、食品衛生や食に関する知識の普及、相談の実施等の施策を講じます。

計画の総合指標の達成に資する効果

①消費生活に関する情報提供

②若年者の被害防止・支援

③高齢者・障害者の被害防止・支援

④消費者被害、トラブルの解決への支援

⑤消費者意見の反映の促進

⑥消費者の安全・安心の確保の推進

⑦関係機関、団体、市民との連携、協働の推進

⑧消費者教育の推進

⑨環境保全への取り組みの促進

〇計画の総合指標

「消費者トラブル対策が充実していると感じる市民の割合」

（消費生活基本計画Ｐ３）

現状

（令和２年度）

３９．３％

目標

（令和７年度）

５５％
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施策
番号 施策の内容

計画の総
合指標の
達成に資
する効果

評価基準 評価 理　　　由 令和４年度実績 担当課所

7
食品衛生監視指導計画
の策定及びそれに基づ
く監視指導

⑥
毎年度、食品衛生監視指導計画を策定し、
その実施結果を公表する。（令和３年度か
ら７年度）

〇
食品衛生法第24条に規定に基づき
策定し、実施結果を公表できたた
め。

令和３年度食品衛生監視指導計画の実施結
果を令和４年６月末までに公表し、令和５
年度食品衛生監視指導計画を令和５年３月
末までに策定した。

生活衛生課

8

と畜場法に基づくと畜
検査、食品衛生法に基
づく収去検査、施設の
監視指導

⑥
○と畜検査：牛・子牛・豚・馬等：全頭
○BSE検査：検査対象の牛
○精密検査：随時

〇
適切なと畜検査を行い、食肉の安全
性を確保することができたため。

〇と畜検査
　牛：１１，０７１頭
　子牛：７７頭
　豚：４７，２７０頭
〇BSEスクリーニング検査
　検査対象牛なし
〇精密検査等
　微生物検査：１，６９１検体
　理化学検査：２４５検体
　病理検査：７２９検体

食肉衛生検
査所

9
食品衛生法に基づく食
品等の検査 ⑥

保健所食品衛生課、食肉衛生検査所からの
依頼による食品衛生法に基づく食品等の検
査について、適正な検査を実施する。（件
数等の数値設定は不適当）

〇

保健所食品衛生課、食肉衛生検査所
からの検査依頼について、全て検査
を実施し、回答することができたた
め。

保健所食品衛生課、食肉衛生検査所からの
依頼に基づき、下記の検査を適正に実施し
た。
　監視指導計画等に基づく検査　理化学
378検体、微生物225検体
　苦情、食中毒等関連検査　理化学1検
体、微生物84検体

生活科学課

10
食中毒予防のため、学
校給食用の食材、食器
等の検査

⑥
毎年学校給食における食中毒の発生件数０
件。（令和３年度から７年度）

〇
令和４年度における学校給食におけ
る食中毒の発生件数は０件であった
ため。

・単独調理場方式の市立小・中・特別支援
学校及び学校給食センター162施設を対象
に、学校給食用食材及び調理器具等各7検
体、計1,134検体の細菌検査を年1回実施
・単独調理場方式の市立小・中・特別支援
学校及び学校給食センター161施設を対象
に、食器・器具等6検体、計966検体の化
学検査（澱粉性残留物、脂肪性残留物）を
年2回実施
・単独調理場方式の市立小・中・特別支援
学校のうち、8施設を対象に、学校給食用
食材各5検体、計40検体の細菌検査（O-１
５７)を年1回実施
・単独調理場方式の市立小・中・特別支援
学校のうち、4施設を対象に、学校給食用
食材各1検体、計4検体の理化学検査（残留
農薬、ソルビン酸、ヒスタミン）を年1回
実施

健康教育課

11
飲料水等の水質検査、
健康食品の薬効成分等
の検査

⑥

保健所環境薬事課からの依頼による井戸水
や浴用水等の水質検査、家庭用品規制法に
基づく乳幼児の衣服等の家庭用品検査、医
薬品成分に関する健康食品検査について、
適正な検査を実施する。（件数等の数値設
定は不適当）

〇
保健所環境薬事課からの検査依頼に
ついて、全て検査を実施し、回答す
ることができたため。

保健所環境薬事課からの依頼に基づき、下
記の検査を適正に実施した。
　水質検査　584検体
　家庭用品検査　80検体
　健康食品検査　21検体
　衛生害虫等検査　1検体

生活科学課

12

環境衛生関連施設・薬
事衛生関係施設に対す
る監視指導及び相談業
務

⑥

前年度実績を基準とし翌年度の目標数値を
設定する。（前年度実績等により変動。）
○環境衛生関係施設に対する監視指導の実
施
・理容所、美容所、クリーニング所監視率
8%
・旅館業、興行場、公衆浴場監視率
22.7%
○薬事衛生関係施設に対する監視指導の実
施
・医薬品医療機器等法等薬事関係法令に基
づく許可施設のうち、薬局、店舗販売業及
び卸売販売業の監視率 23%（令和3年3月
31日現在の施設数の23％とする）
・家庭用品試買検査 80品目　健康食品試
買検査 20品目

—

新型コロナウイルス感染症の拡大に
より、立入が難しい状況であり、重
点監視施設を絞って立入を行ったた
め。

・理容所、美容所、クリーニング所監視率
7.2%
・旅館業、興行場、公衆浴場監視率
25.2% （重点監視対象）
・医薬品医療機器等法等薬事関係法令に基
づく許可施設のうち、薬局、店舗販売業及
び卸売販売業の監視率  28.8 %
・家庭用品試買検査  80 品目
・健康食品試買検査  20 品目

環境薬事課

13
水道水の水質検査の実
施

⑥

〇毎年度策定する水質検査計画に基づいて
水質検査を実施し、水質基準項目に適合し
ていることを確認する。
〇水質検査結果を公表する。

〇

工事等が理由の一部の欠測を除い
て、当初予定通りの検査が行えたた
め。また、結果の公表も滞りなく行
えたため。

色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する
検査
　市内32箇所毎日1回以上実施（1箇所が
工事等により一部欠測）
配水施設の出口の水の水質検査
　市内19箇所毎月1回以上
公園等の給水栓水の水質検査
　市内19箇所毎月1回以上実施
深井戸原水の水質検査
　市内54箇所年1回以上実施(1箇所が工事
等による休止のため欠測)
水質検査結果の公表（ホームページ）
　主に給水栓の水の検査結果を公表
水質検査結果の公表（さいたま市水道だよ
り、水道事業年報）
　毎年１回

水質管理課

　❷食品関係施設の監視指導と食品検査
　消費者が安心して食生活を送れるよう、食品衛生監視指導計画を策定し、各種検査を充実させるとともに、施設に対する監視指導を行います。

　②生活環境の安全対策の推進
　消費者の生命、身体及び財産の安全が満たされるためには、安全な商品・サービスが事業者から提供される消費生活環境の形成が不可欠です。
　しかし、安全への配慮が不十分な商品や、悪質な住宅リフォーム詐欺、不正医薬品の流通等、自覚を欠いた事業者により、消費者が危害等を被るという問題が発生
しています。

　❶環境衛生関連施設・薬事衛生関係施設に対する監視指導等
　市民から依頼された飲料水等の検査や、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に基づく検査を実施します。
　また、シックハウス症候群等室内空気環境についての相談のほか、環境衛生関連施設・薬事衛生関係施設に対する監視指導、相談業務等を行います。

　❷水道水の水質検査の実施
   消費者が安心して水道水を使うことができるよう水質検査を実施し、安全性・信頼性の確保に努めます。

4



施策
番号 施策の内容

計画の総
合指標の
達成に資
する効果

評価基準 評価 理　　　由 令和４年度実績 担当課所

14
一定条件を満たす戸建
て住宅等の耐震診断費
用の助成

⑥

・令和７年度末の住宅の目標耐震化率９
５％達成に向け、耐震診断費用の助成を実
施する。
・年度ごとに目標耐震化率を設定していな
いため、当該年度の予算措置件数の達成を
目標とする。

×
予算措置件数２５件を下回ったた
め。

・令和４年度末の住宅耐震化率　93.7%
・耐震診断助成制度利用件数　　３件

建築総務課

15
一定条件を満たす戸建
て住宅等への耐震診断
員の派遣

⑥

・令和７年度末の住宅の目標耐震化率９
５％達成に向け、耐震診断員派遣制度を実
施する。
・年度ごとに目標耐震化率を設定していな
いため、当該年度の予算措置件数の達成を
目標とする。

×
予算措置件数４００件を下回ったた
め。

・令和４年度末の住宅耐震化率　93.7%
・耐震診断員派遣制度利用件数　273件

建築総務課

16
一定条件を満たす戸建
て住宅等の耐震補強費
用の助成

⑥

・令和７年度末の住宅の目標耐震化率９
５％達成に向け、耐震補強費用の助成を実
施する。
・年度ごとに目標耐震化率を設定していな
いため、当該年度の予算措置件数の達成を
目標とする。

×
予算措置件数４０件を下回ったた
め。

・令和４年度末の住宅耐震化率　93.7%
・耐震改修助成制度利用件数　　23件

建築総務課

17
一定条件を満たすブ
ロック塀等に対する除
去・建替え費用の助成

⑥
・令和７年度末までに、約2,300件のブ
ロック塀等の所有者に助成制度の周知・啓
発を実施する。

〇
令和７年度末に向け、周知・啓発を
実施しているため。

ブロック塀等改善啓発ダイレクトメール送
付数　６００通

建築総務課

18

建築確認申請・完了時
のシックハウス原因物
質の使用制限、換気設
備の設置義務履行等の
チェック

⑥
引続き制度の啓発活動を実施し、検査率の
向上に努める。

〇
確認申請及び完了検査が行われるこ
とで、建築物の安全性が担保される
ため

第３次埼玉県建築行政マネジメント計画に
基づき、増築等完了検査率及び用途変更完
了届出率の向上のため、お知らせハガキの
発送等を実施した。

建築行政課

19
共同住宅等の建築物の
中間検査

⑥
引続き制度の啓発活動を実施し、検査率の
向上に努める。

〇
中間検査が行われることで、建築物
の安全性が担保されるため。

検査率の向上のため啓発活動として、窓口
やホームページにおいて、制度概要の周知
をした。

建築行政課

20
消費生活用製品安全法
に基づく販売業者への
立入検査

⑥
市内にある3箇所の販売事業所に対して立
入検査を実施する。

〇
市民がよく利用する様々な形態の店
舗に対して、基準どおり検査が実施
できたため。

 令和４年度検査実施内容
（①特定製品、②立入販売事業者数、③検
査機種数、④違反機種数）

①家庭用の圧力なべ及び圧力がま　②　3
③　16　④　0
①乗車用ヘルメット　②　3　③　14　④
0
①石油ストーブ　②　3　③　6　④　0
① ライター　 ②　3　③　27　④　0

消費生活総
合センター

21
電気用品安全法に基づ
く販売業者への立入検
査

⑥
市内にある３箇所の販売事業所に対して立
入検査を実施する。

〇
市民がよく利用する様々な形態の店
舗に対して、基準どおり検査が実施
できたため。

令和４年度検査実施内容
（①電気用品の区分、②立入販売事業者
数、③検査機種数、④違反機種数）

① 直流電源装置　②　3　③　13　④ 0
① リチウムイオン蓄電池  ② 3　➂ 12 ➃
0
① 電熱器具　② 3　③36　④0

消費生活総
合センター

22
条例に基づく商品・
サービスにおける危害
防止のための調査

⑥
危害・損害に係る情報収集を常に行い、疑
義が生じた場合は迅速に調査を実施する。

—
条例に基づき調査を要する案件がな
かったため。

条例に基づき調査を要する案件はなかっ
た。

消費生活総
合センター

23
消費生活相談にかかる
商品テストの実施

⑥
対象となる案件があった場合、速やかに手
続きを行う。（件数等の数値設定は不適
当）

〇
速やかに商品テストを実施し、トラ
ブルの早期発見・再発防止に活用す
ることができたため。

【令和４年度実績】
消費生活上トラブルの起こった製品につい
て、商品テストの依頼を３件行った。
・（独）国民生活センター：１件
・埼玉県消費生活支援センター：２件

消費生活総
合センター

24
商品テスト・リコール
情報等の速やかな提供 ①⑥

ホームページでの紹介を速やかに実施する
ことを評価基準とする。

〇
ホームページで速やかな情報を提供
し、消費者の安全・安心を確保する
ことができたため。

【令和４年度実績】
国や独立行政法人等がホームページで公表
している、製品安全にかかわる注意喚起や
リコール・製品回収等の情報を消費者が入
手できるよう、センターのホームページに
て紹介を行った。

消費生活総
合センター

25
生活関連物資の店頭価
格の調査 ⑥

ホームページでの情報提供（リンク）の実
施

〇

市のホームページと県のホームペー
ジをリンクさせることにより、県が
公表しているさいたま市地域の調査
価格について情報提供をしている。

市のホームページと県のホームページをリ
ンクさせることにより、県が公表している
さいたま市地域の調査価格について情報提
供をしている。また、店頭価格調査を行う
べき国による特定物資の指定や地域特有の
状況はなかったため市では調査は行ってい
ない。

消費生活総
合センター

26
生活関連物資の買占め
等にかかる調査

⑥
国が特定物資を指定した場合や、地域特有
の状況により必要な場合は、生活関連物資
の買い占め等にかかる調査を行う。

—
国による特定物資の指定や調査が必
要とされる地域特有の状況はなく調
査を行っていないため。

調査を行うべき国による特定物資の指定や
地域特有の社会情勢等の状況には至らな
かったため調査は行っていない。

消費生活総
合センター

27

災害や感染症の拡大時
の消費生活相談体制の
整備及び不適正な取引
行為の監視・指導

⑥
緊急時対応マニュアルを整備して、災害や
感染症の拡大時における体制を確立する。

〇
災害時における消費生活相談の継
続、啓発活動の展開ができる体制を
整備することができたため。

災害発生時においても消費生活センターの
機能が維持できるよう、緊急時の出勤体制
等を整備・ルール化することで、継続して
消費生活相談が受けられ、消費者被害拡大
を防ぐ啓発活動ができる体制を確立した。

消費生活総
合センター

　➏災害時等における対応の充実・強化
   災害や感染症の拡大に便乗した悪質な事業活動に対する消費生活相談体制を整備するとともに、不適正な取引行為に対する監視・指導を強化します。

　❺生活関連物資の価格調査等による監視
  食品、日用品雑貨、衣料品、燃料等市民の日常生活において必要性の高い商品である生活関連物資について、必要に応じてその価格動向、需給状況、流通の実態等
を調査・監視します。

　❸耐震診断費用等の助成及び建築物の適法性・安全性確保
　一定の条件を満たす建築物を対象に、耐震診断費用、耐震改修費用の助成を行います。また、建築基準法に基づき、中間検査、完了検査等を的確に実施すること
で、建築物の適法性・安全性を確保します。

　❹商品の安全性にかかる検査等の実施
  消費生活用製品安全法及び電気用品安全法に基づく立入検査を実施するとともに、消費生活相談情報の分析結果や関係機関等からの情報を適時に提供することで、
危害等の発生の未然防止・拡大防止を図ります。
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施策
番号 施策の内容

計画の総
合指標の
達成に資
する効果

評価基準 評価 理　　　由 令和４年度実績 担当課所

28
食品表示にかかる相談
受付、指導及び啓発
【品質部門】

⑥ 市内事業者に巡回調査等を実施する。 〇

・市内業者に対し、食品表示にかか
る巡回調査、相談受付等を64件実
施した。
・制度周知の取り組みとして、市内
農業者等を対象にした基礎セミナー
を実施した。

・巡回調査、相談受付等　　64件
・制度周知基礎セミナーの実施　１回（参
加者　12名）

農業政策課

29
食品表示にかかる相談
受付、指導及び啓発
【衛生部門】

⑥ 随時対応します。（R3年度からR7年度） 〇
事業者及び消費者からの食品表示に
関する問い合わせに対して、電話及
び窓口において随時対応した。

事業者及び消費者からの食品表示に関する
問い合わせ件数：９８件

食品衛生課

30
食品表示にかかる相談
受付、指導及び啓発
【保健部門】

⑥

評価基準となる数値目標の設定はなし。
（食品表示に関する相談・指導件数に関し
ては、数値等の基準を設定して評価する事
ができないため。）

〇
健康増進法・食品表示法に基づく栄
養表示等の相談者に対し、必要な情
報を提供することができたため。

健康増進法・食品表示法に基づく栄養表示
等の相談・指導件数　76件

地域保健支
援課

31
計量法に基づく検査・
指導

⑥

計量器の定期検査は、法により２年に１回
実施することと定められており、当市では
地区を変えて実施している（中央区、桜
区、浦和区、緑区、南区は西暦の偶数の
年、西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区
は西暦の奇数の年）。
したがって、実施年度において把握し得る
計量器のすべてを検査することを評価基準
とする。

〇

定期検査については、計量器の事前
調査を行い把握した件数すべての検
査を実施できたため。また、立入検
査については、年度当初に計画した
件数すべての検査を実施できたた
め。

計量器の定期検査
・市検査所実施分　371戸　855個
・指定定期検査機関への委託分 280戸
610個

立入検査（商品量目検査）※グラム売りの
商品が、表示通りの質量があるかの検査
・前期（ 6月）　　8店舗　295個
・後期（12月）　  9店舗　311個

経済政策課

32
条例に基づく品質表
示、包装等の必要な調
査

⑥
必要に応じて表示等の基準を定め、調査を
実施する。

—
条例に基づき調査を要する案件がな
かったため。

消費生活条例第２３条に基づく調査につい
ては、調査を要する案件が発生していない
ため実施していない。

消費生活総
合センター

33
事業者における法令に
基づく表示等の促進

⑥
事業者に対して適正な表示を行うよう指
導・要望する（随時）

〇
消費生活相談や事業者訪問の際に、
適正な表示等についての指導・要請
が行われたため。

相談において契約書等に不適正な表示や消
費者が誤解しやすい表示が見られた場合に
は、事業者に対し適正な表示や誤解を与え
にくい表示をするよう努めさせるととも
に、事業者訪問の際にも、適正でわかりや
すい表示によって、消費者に不利益や誤解
を与えないような販売を行うよう要請して
いる。

消費生活総
合センター

34
家庭用品品質表示法に
基づく販売業者への立
入検査

⑥
市内にある3箇所の販売事業所に対して立
入検査を実施する。

〇
市民がよく利用する様々な形態の店
舗に対して、基準を上回る検査が実
施できたため。

令和４年度検査実施内容
（①品目名、②立入販売事業者数、③検査
表示点数、④違反表示点数）
　
①　繊維製品（エプロン及びかっぽう着）
②　3　③　32　④　0
①　合成樹脂加工品（籠）　②　3　③
47　④　0
①　雑貨工業品（アルミニウムはく）　②
3　③　17　④　0

消費生活総
合センター

35
老人ホームの誇大表示
等の改善

⑥
令和７年度までの５年間で225件、有料老
人ホームの立入検査を実施する。（年間45
件）

〇
評価基準のとおり、有料老人ホーム
の立入検査を45件実施できたた
め。

令和４年度の有料老人ホーム立入検査件数
45件

介護保険課

36
学習指導要領に基づく
消費者教育の推進
【小中学校】

⑧

消費生活総合センターとの連携（出前講座
の利用、動画、パンフレット等の提供等）
を図った授業等を行う学校数
Ｒ３年度：58校、Ｒ４年度：58校、Ｒ５
年度：58校、Ｒ６年度：58校、Ｒ７年
度：58校

〇

・学習指導要領に基づき市内全小・
中・中等教育学校において計画的に
消費生活総合センターとの連携を図
りながら消費者教育を実施すること
ができたため。
・令和4年度においても、市立全中
学校・中等教育学校に消費生活総合
センター作成のパンフレットを配布
し、家庭分野の学習で活用すること
ができたため。

消費者教育の実施については、学習指導要
領に基づき市内全小・中・中等教育学校が
実施している。消費者教育の一層の推進を
図るため、全市立中学校・中等教育学校に
消費生活総合センター作成のパンフレット
を配布し、家庭分野の学習で活用すること
ができた（Ｒ４年度実績：5８校）。

指導１課

37
学習指導要領に基づく
消費者教育の推進
【高等学校】

②⑧

令和２年度実績：さいたま市立３高等学校
の生徒およそ１６００名（延べ人数）に指
導を行った。
令和３年度実績：さいたま市立３高等学校
の生徒およそ１９００名（延べ人数）に指
導を行った。
今後は、主権者教育とも連携し、令和４年
度に後期課程が開校するさいたま市立大宮
国際中等教育学校の生徒も含め、「家庭基
礎」や「公共」等の授業を通じて同程度の
人数の生徒に指導を行うことを目標とす
る。

〇
さいたま市立３高等学校・中等教育
学校の生徒およそ2000名（延べ人
数）に指導を行った。

高等学校学習指導要領の必履修教科「家
庭」「公民」等における指導として、市立
高校生徒に対し、以下を行った。
１　家庭における経済生活、社会の変化と
消費生活及び消費者の権利と責任について
取り扱った。
２　情報化の進展が社会に及ぼす影響を理
解させるとともに、情報モラルや情報セ
キュリティなどについて理解させた。
３　ＳＮＳの危険性やトラブル、ネット被
害などについて理解し、自らを守る行動が
できるよう促した。

高校教育課

（2）自立した消費者の育成

　①若年者への教育の推進・支援の強化＜重点＞
　令和４年４月に成年年齢が引き下げられることに伴い、若年者の消費者トラブルが増えることが懸念されることから、消費者問題について若年者に自分にも起こり
うる問題として関心を持ってもらう必要があります。

　❶学校における消費者教育の充実
　各世代に応じた学校における消費者教育の充実を図ります。

　③表示等の適正化の推進
　消費者が多種多様な商品・サービスの中から必要なものを選択する上で、表示は重要な判断基準となっており、事業者は適切な表示を行う必要があります。

　❶食品表示等の適正化
  消費者が食品を選択する上で必要な食品表示を適正に行うよう、市内販売店等への指導・啓発等を行います。

　❷適正計量の確保
　計量法に基づき、商店や病院、事業所等で取引や証明に使用されるはかりの定期検査を実施するとともに、事業者の指導育成を行います。

　❸表示等にかかる調査の実施等
   家庭用品品質表示法や老人福祉法等に基づく立入検査を行うことで安全の確保を図るとともに、事業者に適正な表示、広告等の遵守を促し、その適正化を図りま
す。
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施策
番号 施策の内容

計画の総
合指標の
達成に資
する効果

評価基準 評価 理　　　由 令和４年度実績 担当課所

38 教育部門との連携 ②⑦⑧
学校教職員向け説明を３回実施する。
学校向け出前講座を１回実施する。

〇

評価基準を上回る形で、学校教職員
向け説明４回及び学校向け消費生活
出前講座７回を行うことができたた
め。

【令和４年度実績】
・学校教職員向け説明・・・４回（小・中
学校教頭会各１回、小・中学校教育課程説
明会各１回）
・学校向け消費生活出前講座・・・７回
（４０４人参加）

消費生活総
合センター

39
関心を持ってもらえる
ようなSNSでの情報
発信

②⑧ 情報発信を３０回実施する。 〇

評価基準を上回る情報発信ができ、
センターのイベント情報や注意喚起
など、消費生活に関する様々な情報
を迅速かつわかりやすく発信するこ
とができたため。

【令和４年度実績】
ホームページやSNSにて、各種イベント情
報、注意喚起など、消費生活に関する情報
発信を１００回行った。
・ホームページ・・・８３回
・SNS・・・１７回（Twitter１５回、
YouTube２回）

消費生活総
合センター

40
動画CMを使用した啓
発

② 二十歳の集い等にて２回実施する。 〇
評価基準を上回る動画CMの放映を
行うことができたため。

【令和４年度実績】
・二十歳の集い（３部構成）の各開会前１
回ずつ計３回動画CMを放映した。
・大宮アルディージャＶＥＮＴＵＳホーム
ゲームでキックオフの１～２時間前に１回
動画ＣＭを放映した。

消費生活総
合センター

41
子供向けセミナーの開
催 ②⑧ 子供向けセミナーを１回以上開催する。 〇

子供の興味関心の高いテーマを取り
上げた消費生活セミナーを開催でき
たため。

【令和４年度実績】
子供の興味関心の高いテーマを取り上げた
消費生活セミナーを１回開催した。
・２月１９日「DIYこども工作教室」（参
加者数・・・１８人）

消費生活総
合センター

42
若者向け特別相談の実
施

②④ 若者向け特別相談を２回実施する。 〇
評価基準回数以上の若者向け特別相
談を実施することができたため。

【令和４年度実績】
若者向け特別相談を２回実施した。

消費生活総
合センター

43

公民館、福祉施設、事
業所等における消費生
活に関する出前講座の
開催

⑧
出前講座時のアンケートで「とても役に
立った」「役に立った」と回答した参加者
の割合　毎年度９５％

〇
評価基準の9５％を達成することが
でき、地域における消費者教育の推
進を図ることができたため。

【令和４年度実績】
出前講座時のアンケートで「とても役に
立った」「役に立った」と回答した参加者
の割合・・・９７．９％

消費生活総
合センター

44
消費者の意識啓発と知
識向上のための消費生
活セミナーの開催

⑧ セミナーを５回開催する。 〇
消費者の興味関心の高いテーマを取
り上げた消費生活セミナーを、評価
基準を上回り開催できたため。

【令和４年度実績】
消費生活セミナーを５回開催し、計８６人
参加した。

消費生活総
合センター

45
地域等への消費生活に
関する図書・DVD等
の貸出

⑧
対象となる案件があった場合、速やかに手
続きを行う。（件数等の数値設定は不適
当）

〇
DVD貸出しに際し、速やかに手続
きを行うことで消費者教育の推進を
図ることができたため。

【令和４年度実績】
自治会、市立中学校、県立高校へのDVDの
貸出しがあった。

消費生活総
合センター

46
消費者団体への学習資
料、学習場所等の提供 ⑧

学習資料提供を５回実施する。
学習場所の提供は対象となる案件があった
場合、速やかに手続きを行う。（件数等の
数値設定は不適当）

〇
評価基準以上の学習資料提供を５回
実施することができたため。

【令和４年度実績】
学習資料提供を５回実施した。
・消費生活情報紙「くらしの情報」の提
供・・・４回
・「さいたま市消費者行政の概要」の提
供・・・１回

消費生活総
合センター

47 消費者団体との協働 ⑦⑧
消費生活展及び消費者フォーラムを協働で
１回実施する。

〇
消費生活展及び消費者フォーラムを
消費者団体との協働により合同開催
できたため。

【令和４年度実績】
消費生活展及び消費者フォーラムを消費者
団体との協働により合同開催した。

消費生活総
合センター

48
消費生活展等の活動場
所の提供 ⑧ パネル展示等の活動発表の場を提供する。 〇

消費生活展及び消費者フォーラムの
合同開催を通じて、パネル展示等の
活動発表の場を提供できたため。

【令和４年度実績】
消費生活展及び消費者フォーラムの合同開
催を通じて、パネル展示等の活動発表の場
を提供した。

消費生活総
合センター

49
教育用コンピュータの
整備・活用等学校にお
ける情報教育の充実

⑧

① 国の「児童生徒のICT活用を指導する能
力」の調査項目に肯定的に回答した教員の
割合(%)
　 R3:77％ R4:81% R5:84% R6:87%
R7:90%
②「社会の課題に向き合い、課題解決に向
け探求的な学習を進められた」児童生徒の
割合(%)
   R3:88％ R4:89% R5:90% R6:91%
R7:93%
③国の「情報活用の基礎となる知識や態度
について指導する能力」の調査項目に肯定
的に回答した教員の割合(%)
   R3:88％ R4:89% R5:90% R6:91%
R7:92%
④自律的に学習を進めたり学習の悩みを相
談したりできる学習スペースを設置した学
校の割合
　R3:85% R4:90% R5:95% R6:98%
R7:100%

〇
評価基準①②③④を達成することが
でき、ICT活用の推進を図ることが
できたため。

令和４年度の実績
①86%
②91%
③91%
④91%

教育研究所

50 地域の情報教育の推進 ⑧
毎年、市民のICTリテラシー向上及び情報
格差の解消を目的とした講座を10回以上開
催する。

〇
目標を超える回数の講座を開催した
ため。

令和4年度の実績：１９３回（地域ICTリー
ダを講師とする市主催講座３０回、市が支
援を行った地域ICTリーダの独自活動によ
る講座１６３回）

デジタル改
革担当

　❶地域における消費者教育の推進
   自治会、公民館、社会福祉協議会等と連携・協力のもと、地域における消費者教育を推進します。

　❷自主的な学習の支援
　消費者や消費者団体等が行う自主的な消費生活に関する学習活動に対して、講師の派遣、資料の提供等の支援をします。
　また、消費者団体等の運営や、学習活動の発表に対する支援に取り組みます。

　②消費者教育の推進
　消費者トラブルは、次々と新たな手口が発生したりと、変化をしながら複雑化・高度化しています。消費者トラブルに巻き込まれないようにするためには、様々な
年齢や生活状況に応じた消費者教育を実施し、消費者教育を受けられる機会を増やすことが重要です。
　また、消費者自らが消費者問題に対する理解を深め、自主的かつ合理的に行動できるようにすることで、健康で豊かな生活を次世代に引き継ぎ、持続可能な社会の
構築を目指す必要があります。

　➌学校・地域における情報教育の推進
　学校において、教育用コンピュータの整備・活用を図るとともに、※情報モラル教育を推進します。また、地域の情報教育を推進します。

　❷行政機関による支援の強化
   若年者に向けた支援を強化します。
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施策
番号 施策の内容

計画の総
合指標の
達成に資
する効果

評価基準 評価 理　　　由 令和４年度実績 担当課所

51
消費者活動を担う消費
者リーダーの育成と活
用

⑦⑧
研修会議等を１回実施する。または、イベ
ント等において１回以上活動の場を提供す
る。

〇

埼玉県が養成した消費者被害防止サ
ポーターをさいたま市のサポーター
として活用し、今後の消費者教育を
担うリーダーとして育成するため、
連絡会議の書面開催やイベント等で
の活動の場の提供、情報提供等を行
うことができたため。

【令和４年度実績】
・連絡会議の書面開催（１回）
・情報提供（５回）…くらしの情報（４
回）、消費生活展の案内
・イベント等での活動の場の提供・・・３
回（北区夏休み防犯フェア、消費生活展、
「障害者週間」市民のつどい）

消費生活総
合センター

52
資源物の定期的な回収
運動を行う市民団体に
対する補助金の交付

⑨

参加団体数における各年度の目標指標は以
下のとおり。
R3年度：476団体　　R6年度：482団体
R4年度：478団体　　R7年度：484団体
R5年度：480団体

× 評価基準を下回ったため。
実施団体数　411団体
総回収量　　 9,450,281kg
交付金額　　 46,810,100円

廃棄物対策
課

53
生ごみの処理容器又は
処理機の購入費の一部
補助

⑨

補助基数について、各年度の目標指標は以
下のとおり。
R3年度：212基　　　R6年度：218基
R4年度：214基　　　R7年度：220基
R5年度：216基

〇
評価基準である補助基数の実績が目
標を大きく上回ったため。

令和４年度　 交付人数　交付基数　 交付金額
生ごみ処理容器　74人　87基    219,100円
（コンポスト）
生ごみ処理機  258人  258基  4,179,100円
     合計　　　332人  345基  4,398,200円

廃棄物対策
課

54
ごみの分別・減量化を
推進するクリーンさい
たま推進員の委嘱

⑨

推進員委嘱者数目標
R3年度 1,460名、R4年度 1,460名、R5
年度 1,470名、R6年度 1,470名、R7年
度 1,480名

〇
推進員の意識の高揚を図ることがで
きたため。

ごみの減量及び適正処理を推進するため、
行政と市民をつなぐ地域のリーダーの役割
を担う｢クリーンさいたま推進員｣の新規委
嘱及び自己学習のための資料配布を行っ
た。
資料の内容としてはクリーンさいたま推進
員制度や３Rについての説明を盛り込み、
廃棄物の適正な排出に関する知識の向上と
地域のリーダーとしての意識の高揚を図っ
た。
令和４年度委嘱者数総計：1,515名

廃棄物対策
課

55
循環型社会を意識した
マイボトル・マイバッ
ク運動の推進

⑨
市民1人1日あたりの総排出量
R3年度 862g、R4年度 856g、R5年度
850g、R6年度 845g、R7年度 838g

〇

令和4年度における市民1人1日あ
たりの総排出量実績が、目標の
856gに対し、82３ｇと下回った
ため。

令和4年度市民1人1日あたりの総排出量
82３ｇ

資源循環政
策課

56
研究開発から販路開拓
までを支援する環境配
慮型事業の育成

⑨
支援実施時に設定した目標を達成した企業
の割合　毎年度90％
（令和7年度まで90％以上を維持）

〇
目標を達成した企業の割合が
100％となり、評価基準の90％に
達したため。

窓口・訪問相談件数　697件
専門家派遣件数　72件
金融機関と連携した成長支援　206件

※環境分野以外の実績を含む

経済政策課

57
事業者に対する商品の
過大・過剰包装削減の
周知

⑨
ホームページでの情報提供、周知・啓発を
１回以上実施する。

〇

ホームページで商品包装の適正化に
ついて周知を行うことができたた
め。今後も消費生活情報紙に掲載す
るなどさらなる周知啓発を図る。

過大・過剰な包装や容器を用いないといっ
た商品包装の適正化について、ホームペー
ジで１回周知を行った。

消費生活総
合センター

　❹消費者リーダーの育成
   地域における消費者教育や自主的な学習活動の中から、地域における消費者の支援等、実践的な消費者活動を担う消費者リーダーの育成・活用を目指します。

　③環境保全への取り組みの促進
   大量生産、大量消費の社会システムは、消費者に便利さと豊かさをもたらしました。その反面で、資源の浪費やごみ問題を引き起こし、地球温暖化等の環境問題に
大きな影響を与えています。限りある資源や良好な自然環境を未来に引き継ぐために、総合的、計画的に環境保全に取り組む必要があります。
　また、地球環境問題への貢献については、事業者の事業活動ばかりでなく、消費者一人ひとりの消費生活そのものにおいて、それぞれが自主的に取り組んでいくと
ともに、広域的な連携のもとで取組を進める必要があります。

　❶ごみ減量・リサイクルの推進
   ごみの排出抑制・分別の徹底を図るとともに、リサイクルのあり方を検討し、廃棄物減量と資源の有効利用による循環型社会の形成を促進します。

　❷環境配慮型消費行動の推進
   自らのライフスタイルを見直し、グリーン購入等主体的に買い方を変えて社会の仕組みを企業や行政をも巻き込んで環境に配慮した方向に変えていく消費者（「グ
リーンコンシューマー」といいます。）の育成を図ります。

   ❸環境重視の事業活動の促進
　地球や地域の自然環境及び生態系と企業活動を調和させるため、商品・サービスの企画、原料調達、製造、流通、使用、廃棄、再生において、省資源、省エネル
ギー、廃棄物削減、リサイクル等の環境に配慮した行動を組織的に実施する事業者の育成を促進します。
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施策
番号 施策の内容

計画の総
合指標の
達成に資
する効果

評価基準 評価 理　　　由 令和４年度実績 担当課所

58
公民連携による環境教
育ネットワークの拡充

⑦⑨

市と連携して環境教育・学習の推進に取り
組む民間事業者等の団体数
令和３年度　１団体増、令和４年度　１団
体増、令和５年度　２団体増、令和６年度
２団体増、令和７年度　２団体増

〇
評価基準を上回る２団体が、新たに
さいたま市環境教育ネットワーク
パートナーとして登録したため。

２団体増 環境総務課

59
環境フォトコンテスト
の実施 ⑨ 令和4年度応募者数285人を目標とする。 ×

評価基準を下回る131人の応募
だったため。
多数の子どもたちに参加していただ
けるよう事業の周知・啓発を図る。

環境フォトコンテスト　応募者数131人 環境総務課

60
学校環境緑化コンクー
ルへの参加 ⑨

Ｒ3年度９校、Ｒ４年度９校、Ｒ５年度１
０校、Ｒ６年度１１校、Ｒ７年度１２校
※前年実績により変動する。

× 参加校数が基準より下回ったため。

令和４年度参加校３校（小学校のみ）
※参考　令和元年度参加校８校、令和２年
度は新型コロナウイルス感染防止に係る対
応のため中止、令和３年度参加校４校

指導１課

61
さいたまこどもエコ検
定の実施 ⑨

こどもエコ検定に取り組んだことで環境に
ついて児童が興味を持った学校の割合
令和３年度　91%、令和４年度　92%、
令和５年度　93%、令和６年度　94%、
令和７年度　95%

〇
評価基準を上回り、エコ検定に取り
組んだ全ての学校で児童が環境につ
いて興味を持ったため。

さいたまこどもエコ検定を契機に環境につ
いて児童が興味をもった学校の割合100％

環境総務課

62 環境フォーラムの実施 ⑦⑨

環境イベントの参加者数合計
令和３年度　2,270人、令和４年度
2,320人、令和５年度　2,370人、令和６
年度　2,420人、令和７年度　2,470人

〇
評価基準を上回る2,550人が環境
イベントに参加し、市民の環境意識
の向上に貢献できたため。

さいたま市打ち水大作戦参加者　600人
さいたま市環境フォーラム参加者　191人
ミニイベント７回開催　1,759人
合計2,550人

環境総務課

63
市内全域を対象とした
市民参加によるごみゼ
ロキャンペーンの実施

⑨

環境美化活動（市民清掃活動）の参加者数
R3年度 97,600人  R4年度 98,200人
R5年度 98,800人  R6年度 99,400人
R7年度 100,000人

〇

環境美化活動（市民清掃活動）の参
加者数が評価基準を上回る
103,818人となり、環境美化の周
知啓発活動を実施することができた
ため。

令和４年度の環境美化活動（市民清掃活
動）の参加者数
　103,818人

資源循環政
策課

64

ホームページやSNS
等を活用した注意喚起
及び各種イベント情報
の発信

① 情報提供を３０回以上実施する。 〇

評価基準を上回る情報発信ができ、
センターのイベント情報や注意喚起
など、消費生活に関する様々な情報
を迅速かつわかりやすく発信するこ
とができたため。

【令和４年度実績】
ホームページやSNSにて、各種イベント情
報、注意喚起など、消費生活に関する情報
発信を100回行った。
・ホームページ・・・８３回
・SNS・・・１６回（Twitter１５回、
YouTube２回）

消費生活総
合センター

65
消費生活情報紙の作成
及び配布 ① 消費生活情報紙を４回発行する。 〇

評価基準以上の消費生活情報紙の発
行を行うことができたため。

【令和４年度実績】
消費生活情報紙「くらしの情報」を４回発
行した。（No１２６～１２９）

消費生活総
合センター

66

消費者の意識啓発と知
識向上に向けた消費生
活に関する出前講座・
消費生活セミナーの実
施

①⑧

①出前講座時のアンケートで「とても役に
立った」「役に立った」と回答した参加者
の割合　毎年度９５％
②消費生活セミナーを５回実施する。

〇

①評価基準の9５％を達成すること
ができ、地域における消費者教育の
推進を図ることができたため。
②消費生活セミナーは評価基準どお
り開催できた。

【令和４年度実績】
①出前講座時のアンケートで「とても役に
立った」「役に立った」と回答した参加者
の割合・・・９７．９％
②消費生活セミナーを５回開催し、計８６
人参加した。

消費生活総
合センター

   ❹環境学習の機会の充実
　環境学習の機会を充実させることで、市民の自主的な環境活動の活性化を図り、学校でのごみの排出抑制やリサイクル活動の推進等、実践的な活動へと繋げます。

   ❺環境活動への参加の促進
　地域の環境保全の核となる人材を育成するとともに、消費者や事業者の環境保全活動への自発的、積極的な参加を促進します。

　④わかりやすい情報提供の推進
　市民が自立した消費者として、自主的かつ合理的に行動することができるようにするための支援では、消費者の知識、年齢等の特性に応じて、消費者被害に関する
情報やその予防方法を速やかにわかりやすく提供する必要があります。

　❶迅速な情報収集と情報提供
   消費者被害の未然防止・拡大防止のために、消費者被害に関する情報やその予防に関する情報の収集・提供の迅速化を図ります。

　❷情報紙の発行と配布等
　市民の消費生活の向上を図るため、消費生活に関する情報やくらしに役立つ知識等を定期的な情報紙により提供します。

　❸消費生活に関する講座の充実
　消費者教育の推進及び消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、悪質商法や金融知識等、消費生活に関する講座を充実します。
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施策
番号 施策の内容

計画の総
合指標の
達成に資
する効果

評価基準 評価 理　　　由 令和４年度実績 担当課所

67
消費生活相談員の研修
参加等による資質の向
上

④

国民生活センター主催の「専門・事例講
座」等の研修への参加（全相談員１６名）
研修や意見交換会・懇談会の実施（４０
回）

〇
評価基準以上の研修、意見交換会及
び懇談会への参加援助を行うことが
できたため。

【令和４年度実績】５５回
・研修参加実績（５１回）
　消費生活総合センター主催：1回、県、
埼玉弁護士会、埼玉県消費生活コンサルタ
ントの会共催：１２回、埼玉県消費生活支
援センター主催：３回、国民生活センター
主催：２３回（全相談員１６名参加）、国
土交通省住宅局住宅総合整備課主催：５
回、消費者教育支援センター主催：７回
・意見交換会・懇談会参加実績（４回）
　総務省関東総合通信局主催：２回、CRIN
協議会主催：２回

消費生活総
合センター

68

アドバイザー（弁護
士・建築士）の助言に
よる消費生活相談機能
の強化

④
対象となる案件があった場合、速やかに手
続きを行う。（件数等の数値設定は不適
当）

〇

消費生活相談アドバイザーより、電
話による助言を２８件受け、消費生
活相談の的確かつ迅速な対応へとつ
なげることができたため。

【令和４年度実績】
解決困難な事例相談時に、埼玉弁護士会か
ら推薦を受けた弁護士及び公益社団法人日
本建築家協会関東甲信越支部埼玉地域会か
ら推薦を受けた建築士である消費生活相談
アドバイザーより、電話による助言を２８
件受けた。

消費生活総
合センター

69
消費生活相談のサービ
ス向上のための消費生
活相談体制の拡充

④ 弁護士相談を９回実施する。 〇
評価基準以上の弁護士相談を実施
し、相談受付体制を整えることに寄
与したため。

【令和４年度実績】
弁護士相談を９回実施した。

消費生活総
合センター

70
高齢者や若年者を対象
とした消費生活特別相
談の実施

②③
高齢者特別相談を１回実施する。
若年者特別相談を２回実施する。

〇
高齢者特別相談を１回、若年者特別
相談を２回実施することができたた
め。

【令和４年度実績】
・高齢者被害特別相談：令和４年９月１４
日（水）～１６日（金）
・若者消費者トラブル１１０番：令和４年
８月３日（水）・４日（木）
・若者被害特別相談：令和５年１月１９日
（木）～２１日（土）

消費生活総
合センター

71
消費生活相談員の助
言・あっせんによる消
費者トラブルの解決

④
助言・あっせんの解決率を８０％以上とす
る。

×

評価基準を下回り助言・あっせんの
解決率が約７９%だったため、引き
続き適切な助言やあっせんを行い、
消費者被害の的確かつ迅速な解決を
図る。

【令和４年度実績】
相談件数１０，５３５件のうち、助言・
あっせんの解決率＝約７９％（令和５年５
月２４日時点の集計結果）
・相談方法内訳　電話：９，６５３件、来
所：８８２件、文書：０件
・処理結果内訳　助言（自主交渉）：７，
５８３件、あっせん解決：７８１件、あっ
せん不調：５６件、他機関紹介：２８９
件、その他情報提供：１，４７０件、処理
不能：１２６件、処理不要：２１５件、処
理継続：１５件

消費生活総
合センター

72
消費生活審議会におけ
る調停等の活用や消費
者訴訟の援助

④
対象となる案件があった場合、速やかに手
続きを行う。（件数等の数値設定は不適
当）

—
該当する案件が発生していないた
め。

令和４年度においては、消費生活審議会に
て調停を行った案件はなかった。

消費生活総
合センター

73
消費者訴訟の資金の貸
付け ④

該当する案件が生じた場合、援助・助力の
必要性を確認し、必要であれば速やかに手
続きを行う。（件数等の数値設定は不適
当）

—
該当する案件が発生していないた
め。

令和４年度は該当案件はなかった。
消費生活総
合センター

74
個人情報に関する相談
の助言

④
対象となる案件があった場合、速やかに手
続きを行う。（件数等の数値設定は不適
当）

〇
個人情報に関する相談に対し、速や
かに助言やあっせんを行うことがで
きたため。

【令和４年度実績】
個人情報に関する相談が７件あった。

消費生活総
合センター

　➌個人情報保護の適正化の推進
   個人情報の保護に関する法律及びさいたま市個人情報保護条例に基づき、消費者及び事業者に対して個人情報の適切な取り扱いに関する相談等の支援を行います。

（3）消費者被害への機動的な対応

　①迅速な消費者被害への対応
　消費者と事業者間のトラブルの公正な解決を図り、速やかに被害からの救済を行う消費生活センターの役割は重要です。消費生活センターでは消費生活相談等を通
して消費者と事業者との間の情報の質及び量・交渉力等の格差を補い、消費者による自主的な解決に向けた助言、事業者に対するあっせん等を行います。
　市民の期待に一層応えられるよう、消費生活センターでの相談機能の充実・強化を図るとともに、より高度な問題の解決ができるよう、消費者被害の救済体制を整
備する必要があります。

　❶消費生活相談機能の充実・強化
   消費生活相談員の技術向上、アドバイザー（弁護士・建築士）の助言体制の整備により、消費生活相談機能を充実・強化し、消費者被害の解決を図ります。

　❷消費者被害救済体制の整備
　市民の消費生活に著しく影響を及ぼすような消費者被害について、消費生活審議会における調停等により、公正かつ速やかに解決を図ります。
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施策
番号 施策の内容

計画の総
合指標の
達成に資
する効果

評価基準 評価 理　　　由 令和４年度実績 担当課所

75
公共施設や福祉施設等
に、被害防止に関する
情報提供

①③
情報提供及び啓発情報を３回以上実施す
る。

〇
評価基準を上回る計１３回の情報提
供及び啓発情報の発信を行うことが
できたため。

【令和４年度実績】
公民館や地域包括支援センター等への情報
提供及び啓発情報の発信を計１３回行いま
した。
・チラシ等配布：消費生活情報紙「くらし
の情報」作成・配布４回、「関東甲信越ブ
ロック高齢者被害防止共同キャンペーン」
作成・配布１回、（独）国民生活センター
「くらしの豆知識」名入れ・配布１回
・個別資料提供：地域包括支援センター６
回、特別養護老人ホーム１回

消費生活総
合センター

76
高齢者等に日頃接する
人への情報発信 ①③

啓発情報の発信及び意見交換会を１０回以
上実施する。

〇
評価基準以上の啓発情報の発信及び
意見交換会の実施を行うことができ
たため。

【令和４年度実績】
・啓発情報の発信・・・１３回
・意見交換会・・・１回（消費生活相談員
及び埼玉弁護士会による意見交換）

消費生活総
合センター

77

地域包括支援センター
等との連携による高齢
者等への相談案内支援
及び情報提供

①③⑦
地域包括支援センターと１回以上連携す
る。

〇
評価基準を上回る７回の連携を行う
ことができたため。

【令和４年度実績】
・地域包括支援センター・特別養護老人
ホームとの連携・・・７回（出前講座以外
の個別の資料提供）

消費生活総
合センター

78
高齢者の地域での見守
り活動の推進

③

・高齢者見守り活動の活動者数
　R3:4,000人　R4:4,080人　R5:4,150
人
　R6:4,230人　R7:4,300人

〇
評価基準を上回る６，１３６人の活
動があり、広く見守り活動が行えた
ため。

・Ｒ４年度　高齢者見守り活動の活動者数
６，１３６人

高齢福祉課

79

生活支援員等による福
祉サービス利用手続き
や日常的な支払いの援
助

③

※本事業を実施するさいたま市社会福祉協
議会では、第２次さいたま市地域福祉活動
計画（平成２５年度～令和４年度、平成28
年度見直し）により、下記の通り計画して
おり、数値目標、評価基準等は設定してい
ない。
平成２９年度～令和４年度
①事業内容（利用要件、サービス内容等）
の明確化と関係者への周知を行う。
②申請から利用開始まで調査方法の適正化
と期間の短縮を図る。
③複雑化するケースに対応するために、関
係機関との連携を強化するとともに、専門
員、生活支援員の資質向上のための研修を
開催する。
④利用料補助制度の拡充について検討し、
実施する。
令和４年度以降の取り組みは次期計画の中
で検討していく。

×

相談援助件数・新規契約件数ともに
前年度より増加したが、新規契約件
数を上回る終了件数があることか
ら、実利用者数は減少となった。
専門員や生活支援員に向けた研修を
実施し、関係機関との連携強化や資
質向上に努めた。一方、調査方法等
の見直しを行ったが、待機者が生じ
ておりその解消が課題となってい
る。

・相談援助件数　　4,659件
・新規契約件数       　  24件
・終了件数　　　　　   26件
・実利用件数　　　　 115件

福祉総務課

80
権利擁護のための成年
後見制度利用【高齢
者】

③

・市長申立見込件数
　　R3：73件、R4：75件、R5：77
件、R6：79件、R7：82件
・報酬助成見込件数
　　R3：112件、R4：124件、R5：
138件、R6：153件、R7：169件
・市民向け成年後見制度利用促進セミナー
受講者数
　  R3：70名、R4：70名、R5：70名、
R6：70名、R7：70名

〇

成年後見制度の利用を必要とする高
齢者の申立及び後見人等に対する報
酬助成の適切な実施、市民を対象と
したセミナー開催により制度の周知
啓発を行うことができたため。

令和４年度
・市長申立件数　８６件
・報酬助成件数　１５６件
・市民向け成年後見制度利用促進セミナー
受講者数　１６８名

高齢福祉課

　②高齢者等への支援の強化　＜重点＞
　高齢化社会にあって、高齢者等を狙った悪質な訪問販売等による消費者被害が深刻な問題となっています。特に、一人暮らしの高齢者等が狙われる傾向があるた
め、消費生活に関する啓発を行い、消費者被害の未然防止を図る必要があります。
　消費者被害に遭う高齢者等には、自分は大丈夫と思い込んだり、判断能力の低下から被害に遭っても気づかないという特性が見られます。このような高齢者等の特
性につけこむ悪質な事業者に対する規制を強化するとともに、本人に向けた継続的な啓発と家族、介護ヘルパー等高齢者等の周辺の方への情報提供を充実させる必要
があります。
　また、消費者被害に気付かない高齢者等は消費生活センターに相談に来ないことが懸念されるため、見守りの体制を強化する必要があります。

　❶高齢者等への情報提供等の強化
　高齢者等及びその家族が比較的多く利用する公共施設や、福祉施設等の協力のもと、消費者被害に関する情報提供を図ります。

　❷地域包括支援センター等との連携の推進
   地域包括支援センター、在宅介護支援センター、障害者生活支援センター等との連携を図り、高齢者等への消費生活相談案内等の支援及び消費生活に関する情報の
提供を行います。

　❸高齢者の見守り活動の推進
　地域での支え合いや助け合いによる、単身高齢者等の見守り活動により、高齢者等が安全、安心して暮らせる社会を構築できるよう支援を行います。

　❹高齢者等の権利擁護の促進
　判断能力が不十分であるために権利の適切な行使ができない高齢者等については、本人の意向に寄りそった援助が必要であり、生活支援員の訪問を通じての支援
や、成年後見制度の活用を図ります。
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施策
番号 施策の内容

計画の総
合指標の
達成に資
する効果

評価基準 評価 理　　　由 令和４年度実績 担当課所

81
障害者等の相談支援体
制の充実

③

障害者生活支援センター間の連絡調整の場
であるコーディネーター連絡会議（R5年度
から障害者生活支援センター連絡会議に名
称変更）を継続的に開催する。
R3年度：4回開催
R4年度：4回開催
R5年度：4回開催
R6年度：4回開催
R7年度：4回開催

〇

障害者生活支援センター間の連絡調
整の場であるコーディネーター連絡
会議開催について、年間４回開催の
目標を達成したため。

コーディネーター連絡会議定例会：令和４
年度４回開催

障害福祉課

82
権利擁護のための成年
後見制度利用

③

判断能力が十分でない知的障害者や精神障
害者に対する権利を擁護するため、本市の
障害者総合支援計画に基づき、今後も継続
して事業を実施していく。

〇

判断能力が不十分で、身寄りがない
などの理由により契約による障害者
福祉サービス利用が困難な知的・精
神障害者に対し、市長による後見開
始等審判の請求・成年後見人等に対
する報酬の助成といった成年後見制
度の利用支援を行い、人権、財産権
を保障し、福祉の増進を図ることが
できた。

令和4年度の実績
・市長による後見開始等審判の請求　19件
・成年後見人等に対する報酬の助成　70件

障害福祉課
高齢福祉課

83
聴覚障害者相談員によ
る日常生活の相談

③

聴覚障害者の日常生活上の各種相談に応
じ、情報提供など行うため、本市の障害者
総合支援計画に基づき、今後も継続して事
業を実施していく。

〇

日常生活に関する相談をはじめ、医
療・社会活動など多種多様な相談に
応じることにより、聴覚障害者の相
談ニーズに応えることができた。

令和４年度の相談件数　３５７件 障害福祉課

84
悪質な事業者に対して
の指導

④⑤
対象となる案件があった場合、速やかに手
続きを行う。（件数等の数値設定は不適
当）

〇

問題のある３件の事業者に対して、
是正指導・改善要請、埼玉県への情
報提供ができ、条例違反に対する抑
制になったと思われるため。

消費生活相談結果から、条例に抵触すると
思われる事業者に対して問題点を指摘して
是正指導・改善要請、埼玉県への情報提供
を行った。

消費生活総
合センター

85
公表等による条例違反
事業者の不適正な取引
行為の抑制

④
対象となる案件があった場合、速やかに手
続きを行う。（件数等の数値設定は不適
当）

—
該当する案件が発生していないため
達成度を設定することはできない。

令和４年度においては、条例違反により公
表を行った事例はなかった。

消費生活総
合センター

86
相談実績活用による指
導検討事案の把握及び
指導

④⑤
必要と判断される事業者に対して是正指導
等を実施する。

〇
３つの事業者に対して是正指導・改
善要請や埼玉県への情報提供を行え
たため。

PIO-NETの相談記録や消費生活相談員から
の情報提供を基に、必要と判断された事業
者に対し、改善を求める内容についての是
正指導や改善要請、埼玉県への情報提供を
実施した。

消費生活総
合センター

87

国、埼玉県、警察署、
弁護士会、司法書士会
及び消費者団体等との
連携及び協力

⑦ 会議への出席率を９０％以上とする。 〇

会議・協議会等について積極的に参
加し、情報交換・情報収集を行い関
係機関と良好な連携を深めることが
できたため。

【令和４年度実績】
「市町村消費者行政担当課長会議」、「都
道府県等消費者行政担当課長会議」、「全
国消費生活センター所長会議」、「消費者
行政ブロック会議」、「関東甲信越ブロッ
ク消費生活センター所長会議」、「大都市
消費者行政担当部課長連絡会議」、「関東
甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャ
ンペーン担当者会議」、「南関東ブロック
消費者センター商品テスト担当者会議」、
「商品テスト企画会議」、「防犯連絡会
議」、「関東電気通信消費者支援連絡
会」、「埼玉県犯罪被害者支援推進協議
会」、「埼玉県食品表示監視協議会」、
「埼玉県中部地区消費者行政推進連絡協議
会」、「埼玉県多重債務対策協議会」、
「高齢者の消費者被害防止フォーラム」、
「埼玉弁護士会、埼玉県消費生活コンサル
タントの会及び消費者行政との懇談会」

消費生活総
合センター

88
適格消費者団体との連
携の強化 ⑦

対象となる案件があった場合、速やかに手
続きを行う。（件数等の数値設定は不適
当）

〇
情報提供依頼があり、速やかに情報
提供を行い連携が強化できたため。

【令和４年度実績】
適格消費者団体からの情報提供依頼があ
り、情報提供を行った（２回）。

消費生活総
合センター

　❺障害者の支援体制の整備促進
　障害者本人や家族から寄せられる様々な相談に対応する、障害者生活支援センターを中心に、各関係機関との連携のもと、生活全般にわたる支援を行います。

　③事業者に対する指導の推進
　消費活動が多様化・複雑化する中で様々な悪質な手口を使って、一般の消費者に被害を与える事業者がいます。こうした悪質な事業者からの被害を防止するため、
消費生活相談と並行して、この種の事業者に対する指導が必要です。

　➊事業者指導の推進
　迅速な情報収集と調査に基づき、不適正な取引行為に対して早期の是正指導、改善勧告を行うとともに、特に悪質な事業者に対しては、消費者被害の拡大防止のた
め、市民への周知のほか必要に応じ報道機関へ情報提供します。

　④関係機関等との連携の推進
　事業者を厳正に規制する取り組みによって、消費者被害の未然防止を図るとともに、悪質な事業者を撤退させることにより市場の公正化を図る必要があります。こ
れにより、消費者は適正な選択と公正な取引が可能となる消費生活環境が保障され、これは適正な事業者にあっても同様であり、安全で安心できる消費生活の実現に
つながります。このような規制を推進し、かつ、その実効性を確保するためには、関係行政機関、福祉関係団体、消費者団体等との連携を推進する必要があります。

　❶関係機関等との連携の推進
　消費者被害の多様化・複雑化、広域化を踏まえ、消費者被害の未然・拡大防止及び迅速な救済のために関係機関、関係団体との連携の強化を図ります。

   ❷適格消費者団体との連携の推進
　消費者庁の認定を受けている消費者団体であり消費者被害未然・拡大防止等のために連携を図ります。
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施策
番号 施策の内容

計画の総
合指標の
達成に資
する効果

評価基準 評価 理　　　由 令和４年度実績 担当課所

89
食の安全委員会での意
見の交換
【1番に再掲】

⑤⑥⑦
毎年４回開催する。（令和３年度から７年
度）

〇 年４回開催できたため。

開催日：①令和4年5月16日②令和4年8月
1日③令和4年11月7日④令和5年1月26
日
場所：①④大宮区役所②明治なるほどファ
クトリー坂戸③浦和コミュニティセンター
内容：食の安全確保対策事業について、食
の安全基本方針アクションプランについ
て、食品衛生監視指導計画について

生活衛生課

90
食の安全に関する情報
提供・注意喚起
【２番に再掲】

①⑥

毎年夏期と冬期に食中毒予防啓発事業を実
施する。（令和３年度から７年度）
市報やホームページを活用しての情報提供
を実施する。（令和３年度から７年度）

〇

夏期と冬期に食中毒予防啓発事業を
実施できたため。
市報やホームページを活用して情報
提供を実施できたため。

７月から８月、11月から12月に食中毒予
防対策強化期間を設定し、啓発事業を行っ
た。
市報、ホームページ、デジタルサイネー
ジ、YouTubeを活用し、食の安全に関す
る情報提供を行った。また、食中毒事件、
食品の自主回収等の情報を迅速に提供し
た。

生活衛生課

91
食の安全に関する情報
共有及び意見交換
【３番に再掲】

①⑥
毎年食の安全フォーラムを２回、サイエン
スカフェを２回開催する。（令和３年度か
ら７年度）

—

食の安全フォーラムを２回開催した
が、サイエンスカフェは専門家と参
加者がコーヒー等を片手に気軽に語
り合う事業のため、新型コロナウイ
ルス感染症まん延防止等の観点から
開催を見合わせたため。

【食の安全フォーラム】
開催日：①令和4年11月11日②令和5年3
月8日
場所：①埼玉会館②浦和コミュニティセン
ター
内容：①パン産業における製パンと安全・
安心への取り組み②食品中の放射性物質の
考え方
参加者数：①36人②61人

生活衛生課

92
食の安全・安心市民講
習会の開催
【４番に再掲】

⑥⑧
毎年７回開催する。（令和３年度から７年
度）

×
同等の内容で年６回の開催計画を策
定し、６回開催したため。

開催日：①令和4年5月18日②令和4年7月
12日③令和4年8月31日④令和4年10月
27日⑤令和5年1月12日⑥令和5年3月15
日
場所：①②③④大宮区役所⑤コープデリ商
品検査センター⑥埼玉会館
内容：①食品の安全性の考え方、さいたま
市の食の安全確保対策、 食中毒予防と衛生
管理1、実習②食中毒予防と衛生管理2、食
品添加物の役割とその安全性、食品衛生課
の業務（市の食品監視指導）③食中毒予防
と衛生管理3、農薬の安全確保のための正
しい農薬の知識、さいたま市の食品等検査
業務④食中毒予防と衛生管理4、食品表示
規制、健康食品の不当表示、食肉の安全確
保対策⑤施設見学⑥食中毒予防と衛生管理
5、食の安全情報の付き合い方について

生活衛生課

93 地産地消の推進 ⑥
食料品スーパーなどにおける地場産農産物
コーナーの新規設置店舗数(5年間で12店
舗)

〇
評価基準を上回るペースで進捗して
いるため

令和4年度の地場産農産物コーナーの新規
設置店舗数3件
（令和3年度：3件）

農業政策課

94
消費者への市内で生産
された農産物の情報発
信

①
さいたま市農情報ガイドブックやＳＮＳ等
を活用し、さいたま市の農情報を発信す
る。

〇

農情報ガイドブックを、マルシェや
直売会にて配布することで、より多
くの市民へ市内産農産物をPRする
ことができた。また、イベント等が
行われる際に随時Twitterにて情報
の周知を行った。

さいたま市農情報ガイドブック：２３，０
００部作成
Twitterのツイート回数　８９回

農業政策課

95

消費者、生産者及び市
が参加する懇談会、シ
ンポジウム、「農」の
交流イベントの開催

⑥
市内農業生産者と消費者の交流を目的とし
て、春秋の収穫期に農業関連イベントを開
催する。

〇
さいたま市農業祭の実施により、市
内農業生産者と消費者の交流の場を
提供することができたため。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、春季の春の園芸まつり、さいたま市ア
グリフェスタは開催中止となった。
秋季はさいたま市農業祭を開催した。

農業政策課

96
消費者団体、事業者団
体との意見交換 ⑦

消費者団体連絡会議への出席と意見交換の
実施
（開催時は全て出席）

〇

消費者団体連絡会議や事業者団体主
催の懇談会等に積極的に参加し、消
費生活に関する意見交換を実施する
ことができたため。

【令和４年度実績】
・消費者団体連絡会（１１回）
・さいたま市相談事例研究会（１回）
・日本広告審査機構（ＪＡＲＯ）懇談会
（１回）

消費生活総
合センター

　❷地産地消の推進
   新鮮で安全性に優れた農産物の生産と供給を推進するために、農産物の直売所の展開や農作物のブランド化推進等、地産地消の推進を図ります。

　❸消費者、事業者及び市の連携・協働
   消費者、消費者団体、事業者、事業者団体及び市の交流の機会をつくり、相互の信頼関係を構築する施策を講じます。

　➊リスクコミュニケーションの推進
　食の安全委員会、食の安全市民モニター会議や消費生活に関する講座の開催時に意見交換を実施することで、消費者、事業者及び市相互の交流を図るとともに、事
業活動や市の施策に反映する取り組みを推進します。

　①消費者、事業者及び市による協働の推進
  新たな技術開発や流通の広域化等により発生するリスクに対する消費者の安全を確保するため、様々なリスクに関する正確な情報を関係者が共有し、相互に意思疎
通を図ることでリスクを適正にコントロールするリスク分析の考え方の導入が進んでいます。
　食品、農産物のほか、商品・サービスにかかる製造から流通、消費についても、消費者、事業者及び市がリスクの評価・管理にかかる意見を相互に適切に反映でき
るよう、関係者が情報を共有し意見を交換して理解を深めるためのリスクコミュニケーションを促進する必要があります。
　また、こうした情報交換を実現するために、消費者、事業者及び市が連携して交流できる機会を確保していくことが必要です。

（4）消費者意見の反映の促進
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施策
番号 施策の内容

計画の総
合指標の
達成に資
する効果

評価基準 評価 理　　　由 令和４年度実績 担当課所

97
出前講座等における消
費者アンケートの実
施、消費者意見の反映

⑤
各出前講座等時にアンケートを実施する。
次回以降の出前講座等に反映すること（１
０回以上）。

〇

評価基準を上回る形で、消費生活出
前講座及び消費生活セミナーにて計
４４回のアンケートを実施のうえ次
回の消費生活セミナー等の企画に反
映させることができたため。

【令和４年度実績】
消費生活出前講座において３９回、消費生
活セミナーにおいて５回、計４４回のアン
ケートを実施し、次回以降の消費生活セミ
ナーの企画に反映させた。

消費生活総
合センター

98

消費生活審議会におけ
る基本計画の進行管
理、課題やその解決に
ついての検証

⑤⑦
消費生活審議会１回、消費者行政庁内連絡
会議１回開催

〇

令和４年度の消費生活審議会の議題
は、消費生活基本計画の具体的施策
等の実施状況の報告と審議を行っ
た。

　【令和４年度実績】
・消費生活審議会：１回開催
・消費者行政庁内連絡会議：１回開催

消費生活総
合センター

99
事業者等における自主
行動基準の策定・活用 ④⑤

事業者訪問時、未策定事業者に対して策定
を要望する。
事業所訪問件数目標
R3年度 42件、R4年度 44件、R5年度
46件、R6年度 48件、R7年度 50件

〇
訪問した事業者に対して状況を確
認、自主行動基準未策定の事業者に
ついて策定の要請を行ったため。

事業者訪問において、事業者に対して消費
者トラブルをなくす観点から自主行動基準
の策定状況を確認、未策定の場合は策定に
ついて対応を要望する。

消費生活総
合センター

100

事業者に対する相談案
件に基づいた情報提供
及び指導

①⑤
事業者訪問件数目標
R3年度 42件、R4年度 44件、R5年度
46件、R6年度 48件、R7年度 50件

—
新型コロナウイルス感染症の影響に
より訪問を控える事業者が増えたた
め目標を達成できなかった。

令和４年度の事業者訪問件数　28件（同事
業者の複数回訪問の回数を含む）
事業者数　27社

消費生活総
合センター

101
事業者に対する出前講
座の開催 ①⑤ ３回以上開催する。 ×

令和４年度は事業者からの出前講座
の申し込みがなく開催ができなかっ
たため、出前講座の周知・拡充を図
る。

【令和４年度実績】
事業者からの出前講座の申し込みはなかっ
た。

消費生活総
合センター

102
事業者に対する図書及
びDVD等の貸出 ①⑤

貸出申込があって情報提供を行うもののた
め、数値等評価基準は設定できない。

〇
事業者に対するDVDの貸出しを行
い、消費者意見の事業活動への反映
の促進を図ることができたため。

【令和４年度実績】
事業者に対するDVDの貸出しがあった。

消費生活総
合センター

  ②事業活動、市の施策への消費者意見の反映の推進
   健全な消費生活環境づくりを推進していくにあたり、市は、消費者意識調査を行う等、積極的に消費者の意見を施策に取り上げることが必要です。
　一方事業者は、消費者の知識、年齢等の特性に配慮することや、消費者と事業者との間に生じた問題を適切に処理しそれを事業活動に反映させること等が、消費者
志向の事業展開をする上で重要なことです。

　❶市の施策への消費者意見の反映
　条例に基づく市長への申出制度、消費生活相談情報の分析結果及び市独自の消費者調査やその他の消費者意識・行動等に関する各種調査の活用を通じて、消費者が
いだく要望や懸念の意見の把握に努め、施策に反映します。

　❷事業活動への消費者意見の反映
　事業者が消費者の意見の反映を進める取り組みとして、苦情処理体制の整備や自主的な行動基準の策定・運用を促すとともに、事業者団体にあっては消費者と事業
者との間の信頼関係の構築を促進するよう促します。

　❸事業者への情報提供の推進
   事業者向けの消費生活に関する講座の開催及び図書等の貸出しを促進する等、事業者が消費者の意見の反映を進める上で有益である情報の提供を推進します。
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